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戦時転住所からの「再定性」
－日系アメリカ人の忠誠をめぐる一覚書

粂井　輝子

Ⅰ．はじめに

前軋1988年の大統領選挙では，公立学校にお

ける「忠誠の誓約」の問題が一時，争点となった。

マサチューセッツ州知事デュカキスはかつて，教

師が「忠誠の誓約」を主導して児童に唱えさせる

法案に拒否権を発動したことがあった。それをプ

ッシュ副大統領が攻撃したのである。法律的には，

州はこのような誓約を強制する法を制定できない

ことは，1943年の最高裁判所判決で明らかであっ

た。また，法的強制はないが，マサチューセッツ

州では実際上，教師が自発的に誓約を主導してい

た。加えて，誓約そのものも新大陸発見400年を

記念して，1892年にロバート・ポストが書いたも

ので，歴史的必然性は少ない1）。にもかかわらず，

この論争はデュカキス陣営には不利に作用したよ

うである。アメリカ世論には，「忠誠の誓約」は

愛国心の表明であり，それに拒否権を発動したか

のような印象を残したからである。

旧聞に属するが，日本であれば，単なるスパイ

事件として報道されたであろうある事件も，一つ

のエスニック集団の息執心の問題として，全国紙

に取り上げられたこともあった。移民国家アメリ

カでは，戦後の日本では考えられないほど，国家

への患執心の問題には敏感であると思える。ニュ

ーヨークタイムズ紙に1985年12月11日，「合衆国

のチャイニーズ：忠誠問題」と題する記事が掲載
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された。記事は，数年前，一人の中国系アメリカ

人が北京で中国政府高官から「中国に対する共通

の忠誠」のために，スパイ行為を依旗された出来

事への言及から始まる。記者は，この出来事を中

国系アメリカ人の抱える「入り組んだ網のような

圧力」を象徴する事件とみなし，元CIA職員の

ラリー・ウタイ・チソの二重スパイ事件を報じて

いる。チャイニーズに強い独特のナショナリズム

があるとの前提にたった記事である。記事そのも

のは，最近の苦い中国系アメリカ人のあいだでは，

中国との精神的絆が弱まりつつあり，「中国系ア

メリカ人の1，2％以下しか中国と関係がないし，

それもほとんどビジネスをしている」ことを指摘

する，全米中国系アメリカ人協会会長の言葉で終

っている。しかし，その結びの言葉は，チャイニ

ーズの「分裂した忠誠心」の疑念を必ずしも全面

的に晴らすものとはいえなかった。状況が激変し

ていたとしたら，協会会長の意図とは正反対に受

け止められる恐れを残すものといえる。チャイニ

ーズに対する疑いが増殖するのを抑止する力があ

るとしたら，一つにはそれは，協会会長が想起し

た第2次大戦中のジャパニーズ2）の忠誠問題に対

する記憶であろう。会長は，一つのスパイ事件を

もって中国系のアメリカ人の愛国心に問題がある

かのような見方は「第2次大戦中の日系アメリカ

人に対する態度のようなものである」と反駁して

いる。

このように，こうした忠誠心の問題が起きるた

びに，第2次大戦中のジャパニーズの強制立ち退
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き・収容と「忠誠登録」問題が自戒的に想起され

ている。この問題そのものは，1980年7月公法96

－317に基づき，調査委員会が設けられた。そし

て，全米各地で公聴会が開かれ，また，政府資料

が詳細に検討されて，1982年には報告書も刊行さ

れている3）。同報告書は，強制立ち退き・収容に

追い打ちをかけるように実施された「忠誠登録」

に対して，被収容者が疑心暗鬼に陥り，収容所内

に大きな混乱を与えたことを指摘している4）。実

際，「忠誠登録」がどのような基準で審査された

かについては，研究者のあいだでも一般には知ら

れていない。調査委員会の報告書でも明らかにさ

れてはいない。基準の問題について，筆者の関心

を促してくれたのは，筑波大学の竹沢泰子氏であ

る。その博士論文で明らかにされた基準について

は，後述する。その後筆者は，竹沢氏の指摘した

資料とは異なる資料を入手した。本稿は，この強

制収容問題について，．まだ残るジグゾーパズルの

欠落した一断片についての，資料紹介と考察であ

る。

H．「戦時転住局出所許可申請書」審査基準

ジャパニーズは「軍事上の必要」を理由に，太

平洋岸防衛地区から強制立ち退きさせられた。収

容の現場責任者であった戦時転住局（以後WRA

と略す）長官，ミルトソ・アイゼソハワーや，そ

の後任のディロソ・マイヤーには当初から収容政

策には気後れがあり，マイヤーは被収容者の早期

出所を望んでいたといわれる。
一方，ジャパニーズのあいだにも，二世のアメ

リカ人としての志気を高めるとともに，二世の忠

誠心に対する疑いを晴らすために，日系アメリカ

市民協会（JACL）を中心に，二世の兵役資格回

復を求める運動が活発に展開された5）。陸軍次官

マックロイは，JACLに代表される当事者からの

強い志願の声と，司法省からの情報を得て，1942

年5月までに二世の徴兵に前回きの姿勢をもった

という6）。

こうして実施されたのか，「戦時転住居出所許

可申請書」による大規模なアソケート調査であっ

た。17歳以上の被収容者を対象としたもので，一

般に「忠誠登録」と呼ばれ，収容所内に大きな混

乱を招いた。アソケートにはアメリカ市民権を持

つ男性を対象にする書式と，日本人一世と二世女

子を対象にした書式がある。後者は，33項臥　4

貢のアソケートである。その質問項目（資料

1）7）のうちで問題とされ，よく引用されるのは，

質問27と28である。二世男子の形式では，

27．どこで命令をうけても，合衆国軍隊の軍役

に，すなわち実戦の任務につくことをいと

いませんか。

28．アメリカ合衆国に無条件の忠誠を誓い，

の内外の軍隊によるいかなる，そして，

らゆる攻撃から合衆国を忠実に防衛し，

た，日本の天皇やあるいはほかのいかなる

外国の政府・権力・組織に対するどんな形

の忠誠や服従も，誓って否定しますか8）。

質問27は二世男子の場合，即軍隊に志願する意

志表明を求める問である。前線に喜んで赴くほど

志気が高くなければ，答に躊躇するであろう。強

制収容されていない一般のアメリカ人は原則的に

は選抜徴兵である。日系アメリカ人だけが，志憐

することで，愛国心を立証するよう求められたわ

けである。また，資料1の質問28を肯定すれば，

アメリカに帰化することのできない一世の場合，

自己の国家に対する裏切りを表明することとなる。

収容所が騒然としたのも当然である。そこで，質

問27と28がもっとも重視され，「戦時転住所出所

許可申請書」が「忠誠登録」と呼ばれるようにな

ったのである。収容所から出所させる条件として

疑念の余地のない忠誠心の表明が必要であったの

ならば，質問27と28で充分であったろう。しかし，

アソケート作成者たちは単なる忠誠心の表明だけ

では納得できなかったものと思われる。
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1942年11月6日付業務説明26号「WRA転住所

地域からの出発許可の発行」によれば9），申請はl

書式WRA－126で行い，「転住所所長は申請者を

面接し，回答を確認し，あるいは完全にするため

に必要な情報を引出し，もって回答を完成し訂正

する。申請者の意図の真実性に疑いをもつ場合に

は，適当と思われる方向で質問を続ける」とある。

念を入れて，答を確認するよう所長に指示してい

る10）。そして，情報の真偽を確かめるために，転

住所の保安局や照会先で確認を行うよう求めてい

る。さらに，「長官は，転住所所長や雇用調査官

からの書炉を受けると，司法省からの入手し得る

情報がある場合にはそれを確保し，申請者の鷹会

先からの書簡を検討し，申請者に無期限出所許可

を発行した場合における戦争計画や治安に対する

考え得る影響に関して，納得のいくまで必要な措

置をとる」とある。要するに，少しでも「疑わし

い」人物については，徹底的な調査を求めてい

る11）。1942年11月6日のこの業務説明書には，申

請書の見方についての細かい規定はまだない。申

請書の真偽を詳しく調査するよう求める指令とみ

なせる。

1943年7月20日付の追加書には，さらに，「疑

わしい事例」については，取り調べ官は再審に先

だってできるだけ申請書の履歴を調べておくよう，

指示している。そして、「申請者の転住所内の知

人のあいだで慎重な調査を行うことが望ましい」

と助言している12）。この指令書に先立つ7月18日

には，戦時動員局長官のジェームズ・バーソズが

出所許可に先だって「立ち退き者の前歴と行動の

記録が注意深く調査される」し，「いかなる情報

源であれ，立ち退き者が戦争遂行に危険となる証

拠があれば，出所許可は否定される」と表明して

いる。疑わしい人物に対する入念な調査が政府上

層部の意向であったことを示していると考えられ

るであろう13）。どのような人物が疑まっしいのかに

関連して，前述の竹沢氏の博士論文には，この審

査基準に関し，いくつかの拒絶基準が言及されて

いる14）。1943年7月22日15）付けの資料によれば，

質問14　解答者が3度以上日本に旅行している

場合には，（拒絶）。

質問16　神道信者の場合（拒絶）。

仏教徒あるいは他の東洋の宗教信者の

場合は，マイナス1点。

キリスト教との場合は，プラス2点。

質問17　帰米（アメリカに生まれたが，日本で

教育を受けた者）や軍人組織の会員の

場合，マイナス3点。

K．ofC．［コロソブス騎士団］，

Masons［フリー・メーソソ］，ロータ

リーなどのアメリカの友愛会の会員の

場合，プラス2点。

質問18　日本語を上手に読み，書き，話す場合，

マイナス2点。

質問21有罪判決を受けたり，犯罪を犯した場

合，マイナス1点。

質問27　日本に親戚がいたり，日本に忠誠であ

るために，兵役につくことを躊躇する

場合，あるいは，解答を拒否する場合，

拒絶。

上記の質問番号は，資料1の質問番号と符合する。

すなわち，3度以上日本に旅行している場合には，

納得のいく説明がなければ，出所を許すことはで

きない。日本に頻繁に「里帰り」しているような

人物は「疑わしい」ということになる。質問16は，

宗教的には神道が最も危険で，仏教はやや危険，

キリスト教は望ましいことになる。仏教が「他の

東洋の宗教」と同列に扱われていることを考える

と，神道は日本の国家宗教として，危険視された

のであろう。基準の作成者はどこまでジャパニー

ズの宗教思想と行動様式を理解していたのであろ

うか。マイナス点の大きさだけからいえば，犯罪

者と仏教徒とは同点　日本語能力の高い人物は，

犯罪者よりも要注意ということになる。帰米や兵
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務者会の会員はさらに「危険」と見なされている。

こうして，解答者はその解答によって，「白」，

「褐色」，「黒」と分類されたという。ステレオタ

イプの審査基準によって，まさに「色分け」され

たことになる。

さらに1943年9月28日の指示書16）には，「疑わ

しいケースにおける出所許可調査」の基準を資料

2のように詳述している。

資料2の項目のうち，指示書によれば，最初の

9項目（AからⅠ）は「適切な説明がない限り，

出所許可を拒絶する勧告の正当な論拠となるに充

分であると情報磯閑によってみなされている」と

伝えている。「情報機関によってみなされている」

ということで，責任を情報機関に預けているわけ

である。しかし，情報機関の見解を是認し，それ

に準ずる行動を指示していることには変りはない。

それによれば，1項目でも該当すれば，危険度が

高い「疑わしい」人物ということである。すなわ

ち，質問28の否定ないし無回答の人物。日本に長

期滞在したり，頻繁に旅行した人物。日本の「軍

事訓練」を受けている人物。1930年代に日本の中

学校に通っていれば，それを軍隊入隊と同列にみ

なしている点は注目に値する。30年代に中学校高

学年を終えて，アメリカに戻ってきた帰米の「忠

誠登録」に．対して係官は先入観のない公平な対応

ができたのであろうか。そして，「危険な」団体

に指定された団体に所属していた人物である。

J以降の「他の項目は重要性は低いが取り調べ

で網羅されねばならない」という。「総合すれば

出所許可が拒絶される場合があらわれるかも知れ

ないからである」。すなわち，親，兄弟がAから

Ⅰの項目に入っている人物や，日本語学校教師や，

神道の信者，転住所内でのトラブルメーカーは要

注意である。14歳以降日本語学校に通ったり，日

本に投資していたり，日本に旅行した場合も疑い

がかかる。

資料2は，アメリカに暮らしながら，「日本」

との経済的・言語的，宗教的，社会的絆を戦前に

維持してきたと思われるジャパニーズとその家族

を，アメリカ政府は疑ってかかったことを示して

いるといえる。指示書は「取り調べの一つの境能

は，適切な説明が存在するか否かを見極めること

である。取り調べにあたってはこれらの項目を徹

底的に網羅するよう特別な配慮が必要である。」

と指示している。そして，当局はジャパニーズの

諸団体について，その「危険度」にしたがって等

級化していたのである。「忠誠登録」は，単なる

アメリカへの忠誠審査ではなかった。ジャパニー

ズの行動を調べ，その日本とのつながりの強弱を

審査するものであったのである。ここで留意しな

ければならない点は，その日本とのつながりの測

定は，まだ日米親善の必要が叫ばれていた開戦前

の行動をもとにしたものだったことである。

ⅠⅠⅠ．日本での滞在期間と市民権放棄との相関

アメリカ政府は，合衆国市民で6歳以降日本に

3度以上旅行したり，10年以上日本に居住した場

合，非常に「疑わしい」人物として，とくに注意

して取り調べにあたるよう担当部局に指示してい

たことは前述した。日本での居住期間が長ければ，

当然日本への愛着も増すと推測される。しかし，

はたして，日本での居住期間と二世の「市民権放

棄」とは相関がみられるのであろうか。また，教

育年数との関連はどうであろうか。

WRAの統計書17）によれば，強制立ち退きで転

住所に収容された二世は72，650名，年齢的には15

－19歳，20－24歳の層が最も多い18）。「市民権放

棄者」との比較上，日本での滞在年数を麿軸とし，

横軸を人数として日本での教育年数で区分けした

のが図1（二世グラフ）19）である。72，650名のう

ち52，742（72．6％）は日本へ行ったことはない。

3／4近くはアメリカで生まれ，アメリカで育った

アメリカ市民ということになる。5年未満の日本

滞在でも大半は日本での教育はない。日本へ行っ
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たことのある19，m8名を日本での滞在年代と年数

をグラフ化したのが図2（二世日本滞在年代別グ

ラフ）20）である。最も数の多いのは，10歳以下と

10代に日本に滞在していたグループで，7，109名

で，35．7％。これは二世全体では9．7％を占める。

うち10年から15年の滞在年数の人が最も多く；

3，162名を数える。10歳以下と10代に日本で10年

以上過ごした人数に，20代まで日本に10年以上過

ごした人数を加えると，6，340名，二世全体に対

して8．7％。これに，10代まで日本で5年から10

年過ごした1，802名を加えると，8，142名，11．2％。

二世の多くが20代前半であったことを考えると，

人格形成期のほとんどを日本で過ごし，教育を痩

けたと思われる人は，二世全体の10％程度と推測

させる。一方，合計1年未満の滞在者が6，313名

を数えている。

つぎに日本での教育年数21）をみると，日本へ行

ったことのある19，908名のうち，滞在年数は10年

から15年が4，064名で，最も多い。ついで1年か

ら5年の3，926名，6カ月未満の3，615名，5年か

ら10年の3，041名と続く。9，996名は日本で教育を

受けていない。約半数である。15年以上滞在しな

がらも，34名は教育を受けていない。一口に帰来

といっても，日本で教育を受けたことのない人が

半数を占めていることは留意する必要があろう。

日本で教育を受けた二世の年数をグラフ化した■の

が図3（二世日本教育年数グラフ）22）である。う

ち，教育年数5年以内は1，249名（12．49％），5

年以上が8，549名で大半を占める。日本へ行った

ことのある二世のうちでは，42．9％を占める。教

育を受けた年数では，8年が最も多く，2，513名

で受けた人の25％を占める。ついで多いのが10年

で，1，557名，16％。以下，11年1，011名，6年

937名と続く。教育を受けた場合は小，中学校の

教育を受けたものと推定される。

学校教育終了年の統計23）では，日本での教育は

小学校8年（尋常高等小学校終了）終了者が泉も

多く，1，710名。小学校では，8年につぐのほ，

6年で417名。数値は低い。高等小学校を終了す

るか，中学校までは進学した数の方が大きい。中

学校4年終了の1，448名は，高等小学校終了者に

ついで多い。

一方，「市民権放棄者」の日本での教育年数と

滞在年数の数値を用いて，滞在年数を縦軸に，人

数を横軸にして，教育年数別で区分したのが図4

（市民権放棄者日本教育・滞在年数別グラフ）24）で

ある。ここでいう「市民権放棄者」とは，1944年

12月から1946年4月までに転住所において市民権

放棄申請を行い，かつ司法長官によって放棄が認

可された人を指す。「市民権放棄者」の総数は

5，589名。うち，日本に滞在したことのない人は

1，868名で，総数の33．42％。「市民権放棄者」の

三人に一人は日本を見たことがない純二世であっ

た。純二世がかなりいたという証言を裏書きする

比率である。ついで多いのが10年から15年滞在し

た1，565名で，28％。15年以上も887名，15．87％

いる。日本で教育を受けなかった人数は，2，536

名で，総数の45．37％。「市民権放棄者」でも，半

数近くは教育を受けていない。教育を受けた場合

には5年から9年が多く1，794名で，総数に対し

ては32．09％である。こうしてみると，「市民権放

棄者」と日本での滞在期間や教育年数とのあいだ

には，相関はないようにも患われる。「市民権放

棄者」だけの比率を見れば，そのようにいえるで

あろう。

そこで，二世全体の数値と「市民権放棄者」の

数値とをそれぞれの項目で比較し，比率を見たの

が図5（二世・放棄者滞在年数別比率）と図6

（二世・放棄者教育年数別比率）25）である。

「市民権放棄者」の級数は5，589名。二世全体の

7．69％である。1割に満たない比率であるが，こ

れを多いと見るか，意見の分かれるところであろ

う。日本に行ったことのない，いわゆる純二世

1，868名が「市民権放棄」としており，「市民権放
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棄者の33．42％を占めていたことは前述した。し

かし，純二世全体の比率では3．5％にすぎない。

全般的傾向として，滞在年数，教育年数とも長く

なるにつれて，「市民権放棄者」の比率は増して

いる。

さらに，この比率を教育・滞在年数別の比率で

みたのが，図7（二世・放棄者比率グラフ）であ

る。滞在年数5－10年では，教育年数（なしから

9年まで）とはかかわりなく総じて，10％代であ

る。しかし，全体的にみると，上昇カープを措い

ている。とくに，10年から15年までの上昇が大き

い。15年以上では伸びは鈍化ないし低下する。滞

在年数10年から15年で，教育年数5年から9年が，

最高値45．08％を示している。収容時の年齢構成

では15歳から24歳の年齢層が大きかったことと考

え合わせると，おそらく幼少年期を日本で過ごし，

人格形成期の教育のほとんどを日本で受けた人々

であろう。約半数である。純二世の3．5％と比較

すると，教育と滞在年数との相関が大きいといえ

る。それでも，約半数しか「市民権放棄者」にな

らなかったともいえる。教育と滞在年数が決定的

要因と即断することはできない。

日本で教育を受けていない場合は，滞在年数と

の相関はとくに顕著である。日本滞在期間が長く

なるほど，「市民権放棄者」の比率も高くなる。

滞在年数に比例して，日本への愛着が増していっ

たとも考えられる。とくに，15年以上の場合は，

32．35％を占めている。開戦前の二世の年齢から

考えると，日本に15年以上滞在していたというの

は，日米開戦の直前にアメリカに戻ってきたと考

えられる。

ところが，教育年数5年未満では，滞在年数と

はかかわりなく，10％台に留まっている26）。むし

ろ，滞在年数が長くなるにつれて，下降儀向を示

しているかのようにみえる。これは，なにを意味

するのであろうか。WRAの統計書では，残念な

がら「市民権放棄者」一人一人のデータは記載さ

れていない。個人別でなくとも，日本に行ったと

きの年齢やアメリカに戻った年齢の構成，教育を

受けていないときの滞在理由，アメリカに戻って

きてからのアメリカで暮らした年数も統計化され

ていない。そのため，断定できることはいえない。

ただ，教育年数が5年未満で滞在年数が10年以上

の場合，二世全体が105名で「市民権放棄者」は

11名と実数は極めて少ない。15年以上は0である。

当然，極めて個人的な特殊な要因が働いていた可

能性もある。この点は，日本の教育を受けていな

い場合も同様である。かれらはアメリカの教育は

受けていたのであろう。違いは，前者は日米の教

育を受けている点であろうか。この日米の教育と

アイデソティティの選択に何か関係があるのだろ

うか。今後の課題である。

ⅠⅤ．おわりに

司法省移民帰化局の1946年度報告書によれば，

1945会計年度［1944年7月1日から1945年6月30

日］に1，416名のジャパニーズ（その大多数は市

民権放棄した二世）がツーリレーキ隔離収容所か

ら移送されてきた。「戦時転住所内の問題分子」

とみなされ，司法省の管轄下に置かれることにな

ったのである。さらに同収容所の閉鎖に先だって，

4，320名のジャパニーズが同収容所に抑留される

ことになった。財政上と居住スペースの関係から，

管轄は司法省であるが，転住所に従来通り置かれ

ることになったのである。そして，日本降伏から

1946年会計年度終了までに7，686名のジャパニー

ズが日本に，590名がハワイに「本国復帰」した。

32名が中南米に戻った。そして，40名が移民法の

規定により日本に強制送還された27）。

強制収容の問題は，1988年の「市民の自由法」

の成立により，強制収容された日系人に謝罪と，

名目的ではあるが補償が行われ，一応の決着がっ

けられている。1988年8月10日，「市民の自由法」

の署名に際して，レーガソ大統領は，1945年末の
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日系兵士の栄誉を讃えた式典での自己の発言を引

用し，アメリカが人種ではなく，一つの理想に基

づいて建国された「比類ない」事実を想起した。

そして，アメリカの建国の理想とは，「万人の・た

めの自由と正義の理想であり，それは，依然とし

てアメリカ的方法である」と結んでいる。

レーガソ大統領が，自己宣伝を兼ねて指摘して

いるように，アメリカは人種ではなく，「自由と

平等」の理念によって建設された国家である。そ

の理念の基本は，人種ではなく，個人主義である。

その基本は，憲法修正14条によって，「法の平等

なる保護」が確認されている。この個人主義と，

「自由と平等」とに基づいて国家が立脚してい：る

という事実こそ，アメリカ史の意義がある。

しかしその一方で，1790年の最初の帰化法でア

メリカ市民となる資格を「自由な白人」に限定し

ていた。1870年の修正でそれをアメリカ生まれの

人とその子孫に拡大したが，白人でもなく，アフ

リカ人でもないアジアの諸国民は，帰化権を得る

ことはできなかった。これも事実である。そして，

1922年の最高裁の判決で，ジャパニーズは帰化不

能であることが確定した。1924年の移民法で，．帰

化不能外国人は移民法の割当から除外された。こ

うした差別は，アジア人は同化できないという口

実で正当化された。日本国民は，世界（すなわち

ヨーロツ／く）の人種の集まるアメリカで劣等祝さ

れ，ヨーロッパ諸国民と一線を画した差別扱いを

受けたことに憤慨した28）。しかし本稿の資料は，

強制収容と溌く「忠誠登録」が単なる人種偏見だ

けではなく，ジャパニーズの背後に見え隠れする

日本という国家とジャパニーズとの結び付きに対

する警戒感があったことを物語っている。その前

提になっているのは，「ジャップはジャップ」．で

あり，何世代たっても天皇に忠誠だという，日本

人の忠誠心に対する神話であろう。しかし資料の

制約はあるが，二世と「市民権放棄者」について

の分析を通していえることは，その神話を裏書す

るものではなかった。人格形成期の教育を日本で

受け，またかなり長期間滞在した場合でも，「市

民権放棄」にまでいたった割合は，半数に満たな

かった。強制立ち退き・収容，「忠誠登録」とそれ

に続く混乱を考えるとき，この数字はむしろ低い

と思まっれる。

J
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資科1

WRA－12占，REV Bu屯etNo．13R亀1亜

承認期間1943年7月31日

戦時転住局出所許可申請沓
転住所

家族番号

範住所住所

1．名字　　　　　英語の名

a．別名

連れていく従属者の名前と年齢
出生日

日本語の名

出生地

市民権
3ケ月以上居住した住所、最近のもの二つ（集
合所、転住所を除く）
どこから　　　　　どこへ

どこから　　　　　どこへ

6．性別　　　　　　身長　　　　　　　体重

7．登録した有権者ですか　最初に登録した年

場所　　　　　　　　　　　　　　党

8．既婚未婚　配偶者の市民権　　配偶者の人種

9．父の名　出生の町か県の名　国名　職業

10．母の名　出生の町か県の名　国名　職業

11．と12．では、両親、子供、兄弟姉妹以外を記載する

必要はない。
11．合衆国にいる親戚（軍隊にいるときは、徴兵か

志願かを明記すること）
且．名前　続柄　国策　住所磯莱　志願／徴兵

b名前続柄　匡籍　住所職業　志願／徴兵

（必要な場合には別親を添付しなさい）
12．日本にいる親戚（11の指示をみなさい）

a．名前　続柄　国籍　住所　聴業

b．名前　続柄　国籍　住所　戦第

13．教育

名前　　　場所

幼稚園　　　　　から

小学枚　　　　　から

日本語学枚　　　から

高校　　　　　から

短大・大学　　　から

軍隊訓練　　　いつ、どこで

在簾年
まで

まで

まで

まで

まで

例えばR．0．T．CJやグンジキョウレン

その他
14．外国旅行（日時、場所、どのように、誰と、誰

のために、その他の理由）

15．雇用（雇用者の名前、仕事の種類、住所、1935

年から現在まで）
16．宗教　参加宗教団体

17．会長団体名（クラブ、社交会、協会）

名前、組厳の種類、会月年
18．外国語の能力（適当なところに　マークを付け

なさい）

a．日本育旨 b．他言語
よい　ふつう　わるい

読み

番き
話す

19．スポーツ趣味

20．親戚や雇主以外の照会先5人（元の居住地に住
む人が望ましい）

名前　住所　職業　知っている期間

21．a．敵性外国人審問にでたことがありますか。

はい　　　いいえ

もしあれば、日時と決定を言己しなさい。

b．逮捕されたり、拘引されたことがありますか。
はい　　　いいえ

もしあれば、違反と日時と法廷と決定を盲己し

なさい。

C．立ち退き以来何らかの懲戒処分を受けたこと
があるますか。はい　いいえ

もしあれば、事情と決定をしるしなさい。
22．外国への投資について細巨‖こ答なさい。

a外国の銀行　　　貯金金額

銀行名　　　　　口座開設日

b外国の会社への投資　投資額

会社　　　　　　取得日

C．外国に貸し金庫持っていますか。

国名　取得年月日　内容
23．これまで寄付したことのある協会、団体、クラ

ブを列記しなさい。

名前　場所　金額　日付

封．定期購読したり、よく荒んでいたことのある雑

誌、新関を列挙しなさい。．
お．知っている範囲で、日本の市民権を確保するた

めに、出生を日本政府校閲に登録しましたか。

a．登録したとしたら、そうした登録を取り消す
よう申請しましたか。

はい　　　　いいえ　　いつ　どこで

26．日本への本国復帰を申請したことがありますか。

27．機会がきて資格があるとわかったら、あなたは

進んで陸軍看護婦部隊か陸軍婦人祐助部隊に志

願しぎすか。
28．アメリカ合衆国に無条件の息証を誓い、日本の

天皇やその他いかなる外国政府、権力、組織に

対する忠誠や服従も否定しますか。
29．日本やスペイン政府のために働いたり、奉仕活

動をしたことがありますか。はい　　　いいえ

もしあれば、日付とどちらの国か冨己しなさい。

30．日本やスペインの領事館に子供を登録したこと

がありますか。
はい　　　　いいえ

もしあれば、その子の名前と日付を記しなさい。

名前　　　　　　　日付　　　　　31．子供を

日本に送ったことがありますか。はい　いいえ

もしあれば、名前と日付を貢己しなさい。

名前　　　　　　　日付

32．以前に申請した出所の種類を述べ、申請の日付
と壊所を述べて、出所許可が以前に申請された

かどうか示しなさい。

33．雇用を望みながら、まだ明確な求人を受けてい

ない場合、希望順に仕事の種類を列嘗已しなさい。

第一希望

第二希望

第三希望
且．合衆国のとこであろうと仕事につきますか。
はい　　　いいえ

b．希望の場所

日付 署名

185

2

　

3

　

4

　

5
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資料2

人　登録期間中あるいは登録後に一度行った解答を
変えようといまいと、申請番の質馳8を否定し
た場合。

臥　質問28に解答しない場合。
C．2月と3月の特別登録期間に遅く登録した汝合。
D．その後取り消しがあろうと否と、本国復帰や本

国離脱を申請した場合。
E．日本における軍事訓練。（男性は15歳以後日本

で教育を受け、合衆国に1930年以降に戻った坂
合には、「グンジキョウレン」という軍事訓練
を受けていると想定される。

F．日本の海軍の船に雇用された場合。
0．6歳以降日本に3度旅行した場合。ただし、船

長でその旅が寄航した港に限られる場合は除く。
H．合衆国市民の男性で6歳以降10年日本に居住し

た場合。合衆国市民と結婚し、子供がいる場合
を除く。

Ⅰ．破壊的と認められる組織であると情報摂関がみ
なすAリストの団体の役月、組織者、代理人、会
員、貢献者。このリストは機密メモで与えられ
る。

J．潜在的にあるいは軽度に破壊的と認められる組級
であると情報模関がみなすBリストの団体の役月、
組織者、代理人、会員、貢献者。このリストも機
密メモで与えられる。

鼠質問甥に対する条件つき解答。息競心について
かなりの疑いが持たれる。

し．ハイスクールの年齢、この項目では14歳と思わ

15年以上

10～15年

5－10年

5年末滴

日本滞在無し

0～20歳以上各年代

10歳未満20歳以上

10代20歳以上

10歳以下10代

20歳以上

10代

10歳以下

計

れる年齢以降に日本語学枚に通った揚合。
M．日本への旅行（旅行は日本の会社で
N．日本での居住
0．日本での教育
P、アメリカ市民の場合外国人である日本人との結

婚

q．日本政府機蘭や半公的会社の雇用
R．少なくとも準公的関係が日本政府とある、ある

いは合衆国で破壊的活動に従事したことがある
と、情報機関が述べるリストCの会社の雇用。こ
のリストは機密メモで与えられる。

S．日本語学校教師としての雇用。
T．神道。［信仰］
U．日本への投資
V．申請において、質問刀への解答で、太平洋での

戦いには消極的であると示す条件をつけた場合。
W．申請の記入にあたって、事実を誤った場合。
Ⅹ．悪い転住新記録
Y．個人に対する品位を損ねる情報
Z．近い親戚に柑する品位を損ねる情報
AA．近い親戚が抑留ないしパロールされている。
丑B．近い親戚がⅠ項に上げられた団体の会員である。
cc．近い親戚、とくに男性が、日本に住んでいる（日

本に住む既婚女性にはそれほど重要ではない。）
DD．近い親戚が本国復帰を求めている。
EE．近い親戚が質問28に否定解答をしている。
FF．アメリカ市民である近い親戚がかなりの期間日本

に住み、あるいは教育の大半を日本で受けてい
る。

GG．近い親戚が日本に投資している。
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